
北海道教育委員会会議録（令和５年第22回） 

 

１　日時　令和５年（2023年）11月22日（水）15時招集 

２　場所　教育委員会室 

３　教育長及び委員の出欠席 

　(1) 出席　倉本教育長、青山委員、川端委員、大鐘委員、清水委員 

　(2) 欠席　渡辺委員 

４　出席した職員　北村教育部長兼教育職員監 

伊賀総務政策局長 

岡内総務課長、北川総務課担当課長、出分教育政策課長 

 村上生涯学習推進局長

 　菅野文化財・博物館課長、藤原文化財・博物館課課長補佐

 川端学校教育局長

 齊藤道立学校配置・制度担当局長

 山城指導担当局長

相馬高校教育課長、手塚高校教育課担当課長、今村健康・

 体育課長

５　議事 

　(1) 開会（15時00分） 

　(2) 委員の出欠席の確認 

　(3) 令和５年第21回の会議の会議録の確定 

　(4) 審議日程の調整 

　　　議案第３号から議案第５号まで、了解及び報告５を会議規則第７条に基づ

き非公開とすることとし、公開案件の議事終了後に審議することとした。 

　(5) 付議案件の審議（公開） 

　　　ア　議案第１号　道指定有形文化財及び道指定無形民俗文化財の指定につ

 いて

　　　　　　　　　　　○　菅野文化財・博物館課長から、北海道文化財保護審

議会からの答申に基づき、勝山館跡宮ノ沢右岸出土品
かつやまだてあとみや の さわ う がんしゆつどひん

を道指定有形文化財に、佐女川神社寒 中 みそぎ神事
さ め がわじんじやかんちゆう しん じ



を道指定無形民俗文化財に指定することについて説明

 があり、審議の結果、原案どおりこれを決定した。

　　　イ　議案第２号　北海道立学校管理規則等の一部を改正する教育委員会規

則の制定について 

○　手塚高校教育課担当課長から、北海道立学校管理規

則等の一部を改正する教育委員会規則案について説明

があり、審議の結果、原案どおりその制定を決定した。 

　　　ウ　報告１　文部科学大臣表彰（優良ＰＴＡ（小学校、特別支援学校

ＰＴＡ））の被表彰団体の決定について 

○　当教育委員会が本年６月29日の会議で推薦を了承した文

部科学大臣表彰について、被表彰団体が決定された旨の報

 告であることを確認し、これを了承した。

エ　報告２　文部科学大臣表彰（ＰＴＡ活動振興功労者（小・中学校等

ＰＴＡ））の被表彰者の決定について 

○　当教育委員会が本年６月29日の会議で推薦を了承した文

部科学大臣表彰について、被表彰者が決定された旨の報告

 であることを確認し、これを了承した。

オ　報告３　文部科学大臣表彰（障害者の生涯学習支援活動）の被表彰団

 体の決定について

○　当教育委員会が本年９月７日の会議で推薦を了承した文

部科学大臣表彰について、被表彰団体が決定された旨の報

 告であることを確認し、これを了承した。

 カ　報告４　令和５年度教育費補正予算案について

○　当教育委員会が本年11月９日の会議で了解したとおり、

教育長において知事に回答した旨の報告であることを確認

 し、これを了承した。

 

 　　（教育長から、非公開審議を行う旨の発言があり、傍聴者は退席）

 

　(6) 付議案件の審議（非公開） 



 ア　議案第３号　北海道産業教育審議会委員の任命について

　　　　　　　　○　相馬高校教育課長から、令和５年（2023年）12月１

日から令和７年（2025年）11月30日までを任期とする

北海道産業教育審議会委員として14名を任命すること

について説明があり、審議の結果、原案どおりこれを

 決定した。

 イ　議案第４号　北海道教育推進会議委員の任命について

○　出分教育政策課長から、令和５年（2023年）12月１

日から令和７年（2025年）11月30日までを任期とする

北海道教育推進会議委員として13名を任命することに

ついて説明があり、審議の結果、原案どおりこれを決

 定した。

 ウ　了解　令和５年度教育費補正予算案について

○　岡内総務課長から、令和５年第４回北海道議会定例会に提

出される標記の予算案について、知事から当教育委員会の意

見を求められたときは、教育長において処理することとした

 い旨説明があり、審議の結果、これを了解した。

エ　議案第５号　北海道教育委員会が任命する職員の懲戒処分について 

　　　　　　　　　　　◯　北川総務課担当課長から、５件の懲戒処分案につい

て説明があり、審議の結果、原案どおり本日付け発令

 を決定した。

オ　報告５　北海道学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等

 の制定について

○　当教育委員会が本年11月９日の会議で了解したとおり、

教育長において知事に回答した旨の報告であることを確認

 し、これを了承した。

　(7) 閉会（16時18分） 


